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雲
南
市
で
は
、
大
東
都
市
計
画

の
用
途
地
域
の
変
更
を
計
画
し
て

い
ま
す
。
こ
の
変
更
の
都
市
計
画

決
定
の
た
め
の
説
明
会
を
次
の
と

お
り
開
催
し
ま
す
。

ど
な
た
で
も
参
加
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
の
で
、
是
非
お
越
し
く

だ
さ
い
。

ま
た
、
こ
の
都
市
計
画
用
途
地

域
の
変
更
計
画
に
伴
い
、
都
市
計

画
法
に
基
づ
く
原
案
の
縦
覧
を
次

の
と
お
り
行
い
ま
す
。

●
都
市
計
画
の
種
類

大
東
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更

●
都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の

区
域

雲
南
市
大
東
町
大
東

●
縦
覧
場
所

市
役
所
建
設
部
都
市
建
築
課

大
東
総
合
セ
ン
タ
ー
事
業
管
理
課

●
縦
覧
期
間

２
月
13
日(

火)

〜
２
月
26
日(

月)

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
祭
日

を
除
く
８
時
30
分
〜
17
時
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成
19
年
度
合
併
処
理
浄
化
槽

の
設
置
希
望
者
を
募
集
し
ま
す
。

設
置
希
望
の
方
は
、
各
総
合
セ

ン
タ
ー
事
業
管
理
課
ま
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

�
 
!
"

#
$

��%
&
'
�
(
)

#
$

��%
�
'

	�(

※
予
定
基
数
に
達
し
た
時
点
で
受

付
を
終
了
し
ま
す
。
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お
気
軽
に
ご
相
談
下
さ
い
。
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相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
直

接
出
雲
児
童
相
談
所
か
健
康
福
祉

総
務
課
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

雲南市では生活情報の提供と､ 産業振興の一助､ 行財政改革の一環として有料広告枠を設けました｡
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12�T：雲南市誕生以降に市内で撮影した風景や地域の祭り､ 季節のイベント
等のカラー写真｡

S1UV：雲南市にお住まいの方ならどなたでも可とし､ 未発表のものに限ります｡ お一人様２点までとし､
応募作品は返却しません｡

S1WX：YZ[\]^_必着 ※期間を延長しました｡
S1`a：作品は､ 情報政策課へ郵送または持参して下さい｡ 電子データの場合､ デジタル処理加工していな

い画像データを情報政策課までメールで送信して下さい｡ (写真のサイズは､ ２Ｌ版以上のサイズと
します｡ また､ 電子データは､ 携帯電話画像等は不可とします｡)
写真に添え､ 撮影場所､ 撮影日､ 住所､ 氏名､ 連絡先明記の上､ 応募して下さい｡

67bc：��d7１名 (特産品１万円分)､ )*+7２名 (特産品５千円分)､ ef7若干名 (特産品)
各賞の入賞者へは別途通知し､ 市報うんなん３月号で発表します｡

g � h：入賞作品の使用権については､ 雲南市に帰属します｡
応募いただいた個人情報は､ フォトコンテスト以外には使用しません｡
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介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受

け
て
い
る
方
は
、
平
成
18
年
12
月

31
日
現
在
の
認
定
状
況
に
よ
り
、

所
得
税
法
及
び
地
方
税
法
上
の
障

害
者
控
除
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

こ
の
障
害
者
控
除
を
受
け
る
に

は
、
申
請
に
よ
り
控
除
の
対
象
者

で
あ
る
と
の
認
定
を
受
け
る
必
要

が
あ
り
ま
す
の
で
、
各
健
康
福
祉

セ
ン
タ
ー
へ
認
定
申
請
書
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
を
受
け
、
控
除
の
対
象
者

で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
し
、
対

象
と
な
る
場
合
に
は
認
定
書
を
発

行
し
ま
す
。

こ
の
認
定
書
に
よ
る
障
害
者
控

除
は
、
所
得
税
の
確
定
申
告
及
び

住
民
税
の
申
告
の
際
に
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
の
で
、
認
定
書
を

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
１
級
ま
た
は
２
級
と
判

定
さ
れ
た
身
体
障
害
者
手
帳
を
お

持
ち
の
方
は
、
そ
の
手
帳
の
所
持

に
よ
り

｢

特
別
障
害
者
控
除｣

が

受
け
ら
れ
ま
す
の
で
、
こ
の
申
請

手
続
き
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
３
〜
６
級
と
判
定
さ
れ

た
手
帳
を
お
持
ち
の
方
は
、
そ
の

手
帳
の
所
持
に
よ
り

｢

障
害
者
控

除｣

が
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
要
介

護
認
定
の
状
況
に
よ
り
、
こ
の
申

請
を
さ
れ
認
定
さ
れ
た
場
合
に

｢

特
別
障
害
者
控
除｣

が
受
け
ら

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
身

体
障
害
者
手
帳
を
持
参
の
う
え
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

T
9
U
V
W

所
得
税
法
及
び
地
方
税
法
の

｢

障
害
者
控
除
の
市
町
村
長
が
認

定
す
る
事
項｣

に
基
づ
き
、
次
の

基
準
に
よ
り

｢

障
害
者
控
除｣

ま

た
は

｢
特
別
障
害
者
控
除｣

対
象

者
で
あ
る
こ
と
を
認
定
し
ま
す
。
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①
介
護
度
が
要
介
護
１
〜
５
の
認

定
を
受
け
て
い
て
、
主
治
医
意

見
書
の

｢

認
知
症
高
齢
者
の
日

常
生
活
自
立
度｣

が
Ⅱ
ａ
、
Ⅱ

ｂ
、
Ⅲ
ａ
、
Ⅲ
ｂ
と
判
定
さ
れ

た
方
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①
介
護
度
が
要
介
護
１
〜
５
の
認

定
を
受
け
て
い
て
、
主
治
医
意

見
書
の

｢

認
知
症
高
齢
者
の
日

常
生
活
自
立
度｣

が
Ⅳ
、
Ｍ
と

判
定
さ
れ
た
方

②
介
護
度
が
要
介
護
３
〜
５
の
認

定
を
受
け
て
い
て
、
主
治
医
意

見
書
の

｢

障
害
高
齢
者
の
日
常

生
活
自
立
度

(

寝
た
き
り
度)｣

が
Ｂ
１
、
Ｂ
２
、
Ｃ
１
、
Ｃ
２

と
判
定
さ
れ
た
方

※
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
た
方

が
平
成
18
年
中
途
で
死
亡
さ
れ
た

場
合
は
、
最
終
の
認
定
状
況
に
よ

り
判
定
し
ま
す
。

不
明
な
点
は
、
お
住
ま
い
の
地

域
の
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
ま
た
は

長
寿
障
害
福
祉
課
へ
お
問
合
せ
く

だ
さ
い
。
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３
月
18
日
の
Ｊ
Ｒ
ダ
イ
ヤ
改
正

に
伴
い
、
木
次
地
域
バ
ス
三
刀
屋

線
第
１
便
の
運
行
時
間
を
３
月
19

日
(

月)

よ
り
次
の
と
お
り
変
更

し
ま
す
の
で
、
お
間
違
え
の
な
い

よ
う
ご
注
意
下
さ
い
。

現
行
時
刻

３
月
16
日(

金)

ま
で
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広告掲載をご希望の方は､ 木次都市開発� (広告代理店) �0854-42-2221までお問い合わせ下さい｡
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里 方 ８：１５ ����
菟 原 入 口 ８：１６ ���[
Ｊ Ｒ 木 次 駅 ８：１８ ����
三 日 市 本 町 ８：２０ ��}�
木 次 橋 ８：２１ ��}}
雲 南 市 役 所 前 ８：２２ ��}Y
木 次 バ ス セ ン タ ー ８：２３ ��}�
社 会 福 祉 協 議 会 前 ８：２４ ��}�
猿 目 ト ン ネ ル 入 口 ８：２５ ��}�
平 成 記 念 病 院 前 ８：２７ ��}�
三 刀 屋 旭 町 ８：３０ ��Y�
三刀屋バスセンター (着) ８：３０ ��Y�

� � � � � � * � � � * �
三刀屋バスセンター (発) ８：３２ ��YY
三 刀 屋 旭 町 ８：３２ ��YY
ふれあい福祉センター前 ８：３４ ��Y�
下熊谷トンネル入口 ８：３５ ��Y�
下 熊 谷 ８：３６ ��Y[
里 方 ８：３９ ��Y�
菟 原 入 口 ８：４０ ����
Ｊ Ｒ 木 次 駅 ８：４２ ���Y
三 日 市 本 町 ８：４４ ����
木 次 橋 ８：４５ ����
雲 南 市 役 所 前 ８：４６ ���[
木 次 バ ス セ ン タ ー ８：４７ ����
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